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秋田県公報

告　　　　　　　　示

　　　規　則
　○災害救助法施行細則の一部を改正する規則（１・総合防災課）………………………………………………………１
　　　告　示
　○建設業の許可の取り消し（６０・北秋田地域振興局総務企画部）……………………………………………………１
　○建設業の許可の取り消し（６１・由利地域振興局総務企画部）………………………………………………………２
　○道路の供用開始（６２・雄勝地域振興局建設部）………………………………………………………………………２
　　　公　告
　○特定調達契約に係る随意契約の相手方の決定（総合防災課）…………………………………………………………２
　○土地改良区の合併の認可（北秋田地域振興局農林部）…………………………………………………………………３

秋田県告示第60号
　建設業法（昭和24年法律第100号）第29条第１項の規定により、次のとおり建設業の許可を取り消したので、同法第
29条の５第１項の規定に基づき、公告する。
　　平成23年１月28日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県知事　佐　竹　敬　久　
１　処分をした年月日
　　平成23年１月14日
２　処分を受けた者の商号又は名称、主たる営業所の所在地、代表者の氏名及び許可番号
　　株式会社石田建設
　　大館市字鉄砲場76番地15
　　代表取締役　石　田　正　美
　　秋田県知事許可（般−20）第3497号

■　目　次　■

規　　　　　　　　則

　 災 害 救 助 法 施 行 細 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

　 　 平 成 二 十 三 年 一 月 二 十 八 日

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 秋 田 県 知 事　 佐　 竹　 敬　 久

秋 田 県 規 則 第 一 号

　 　 　 災 害 救 助 法 施 行 細 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

　 災 害 救 助 法 施 行 細 則 （ 昭 和 三 十 九 年 秋 田 県 規 則 第 三 十 八 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 別 表 第 一 第 一 号 ㈡ ⑵ 中 「 二 百 三 十 六 万 六 千 円 」 を 「 二 百 三 十 八 万 七 千 円 」 に 改 め 、 同 表 第 三 号 ㈢ ⑴ の 表 冬 季 の 項 中

「 六 〇 、 五 〇 〇 円 」 を 「 六 〇 、 四 〇 〇 円 」 に 改 め 、 別 表 第 一 第 六 号 ㈠ 中 「 又 は 」 を 「 若 し く は 」 に 改 め 、 「 資 力 で は 」

の 下 に 「 当 該 住 家 の 」 を 、 「 者 」 の 下 に 「 又 は 災 害 の た め 大 規 模 な 補 修 を 行 わ な け れ ば 居 住 す る こ と が 困 難 な 程 度 に 住

家 が 半 壊 し た 者 」 を 加 え 、 同 号 ㈡ 中 「 五 十 一 万 円 」 を 「 五 十 二 万 円 」 に 改 め 、 同 表 第 九 号 ㈢ 中 「 十 九 万 九 千 円 」 を 「 二

十 万 千 円 」 に 、 「 十 五 万 九 千 二 百 円 」 を 「 十 六 万 八 百 円 」 に 改 め 、 同 表 第 十 二 号 ㈡ 中 「 十 三 万 七 千 五 百 円 」 を 「 十 三 万

四 千 二 百 円 」 に 改 め る 。

　 別 表 第 二 第 一 号 ㈠ ⑴ 中 「 二 万 二 千 三 百 円 」 を 「 二 万 四 百 円 」 に 改 め 、 同 号 ㈠ ⑵ 中 「 一 万 六 千 四 百 円 」 を 「 一 万 六 千 二

百 円 」 に 改 め 、 同 号 ㈠ ⑶ 中 「 一 万 五 千 六 百 円 」 を 「 一 万 八 千 円 」 に 改 め 、 同 号 ㈠ ⑷ 中 「 一 万 五 千 円 」 を 「 一 万 四 千 七 百

円 」 に 改 め 、 同 号 ㈠ ⑸ 中 「 一 万 七 千 二 百 円 」 を 「 一 万 七 千 三 百 円 」 に 改 め 、 同 号 ㈠ ⑹ 中 「 一 万 六 千 九 百 円 」 を 「 一 万 六

千 百 円 」 に 改 め 、 同 号 ㈠ ⑺ 中 「 一 万 五 千 七 百 円 」 を 「 一 万 四 千 九 百 円 」 に 改 め 、 同 号 ㈠ ⑻ 中 「 一 万 三 千 九 百 円 」 を 「 一

万 三 千 三 百 円 」 に 改 め る 。

　 　 　 附　 則

　 こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。
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３　処分の内容
　　造園工事業に係る一般建設業許可の取り消し
４　処分の原因となった事実
　　平成23年１月14日付けで造園工事業に係る廃業等の届出があった。
　　このことが建設業法第29条第１項第４号に該当する。
　　　　　　─────────────────────────────────────────
秋田県告示第61号
　建設業法（昭和24年法律第100号）第29条第１項の規定により、次のとおり建設業の許可を取り消したので、同法第
29条の５第１項の規定に基づき、公告する。
　　平成23年１月28日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県知事　佐　竹　敬　久　
１　処分をした年月日
　　平成23年1月20日
２　処分を受けた者の商号又は名称、主たる営業所の所在地、代表者の氏名及び許可番号
　　ＳＡＴＯ　ＫＥＮＴＩＫＵ
　　由利本荘市二番堰249番地１
　　佐　藤　富二夫
　　秋田県知事許可（般−20）第80632号
３　処分の内容
　　建築工事業に係る一般建設業許可の取り消し
４　処分の原因となった事実
　　平成23年１月19日付けで建築工事業に係る廃業等の届出があった。
　　このことが建設業法第29条第１項第４号に該当する。
　　　　　　─────────────────────────────────────────
秋田県告示第62号
　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次のとおり道路の供用を開始する。
　　平成23年１月28日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県知事　佐　竹　敬　久
１　供用開始の区間

２　供用開始の期日　平成23年１月28日
３　供用開始の区間を表示した図面を縦覧する場所及び期間
　⑴　場所　雄勝地域振興局建設部用地課
　⑵　期間　平成23年１月28日から同年２月10日まで

　特定調達契約について次のとおり随意契約の相手方を決定したので、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続
の特例を定める政令（平成７年政令第372号）第11条の規定に基づき、公示する。
　　平成23年１月28日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県知事　佐　竹　敬　久
１　随意契約に係る特定役務の名称及び数量
　　秋田県消防防災ヘリコプター「なまはげ」（川崎式ＢＫ117Ｃ−１型回転翼航空機）点検整備（3600時間）１式
２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地
　　秋田県総務部総合防災課　秋田市山王三丁目１番１号
３　随意契約の相手方を決定した日
　　平成22年12月28日
４　随意契約の相手方の名称及び所在地
　　セントラルヘリコプターサービス株式会社

道路の種類 路 線 名 区　　　　　　　　　　間

一般国道 108号 湯沢市秋ノ宮字川井黒沢９番７から字造石67番１まで

公　　　　　　　　告
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　　愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字林先１番地１
５　随意契約に係る契約金額
　　34,230,000円
６　随意契約の理由
　　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の２第１項第８号に該当。
　　　　　　─────────────────────────────────────────
　土地改良法（昭和24年法律第195号）第72条第２項の規定により、平成23年１月21日土地改良区の合併を認可したの
で、同条第３項の規定に基づき、次のとおり公告する。
　　平成23年１月28日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県知事　佐　竹　敬　久　
１　合併により設立された土地改良区
　　大館市土地改良区
２　合併により解散した土地改良区
　　大館市下川沿土地改良区
　　大館市釈迦内土地改良区
　　大館市花矢土地改良区
　　大館市土地改良区
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